
１　はじめに

　この「会報」（第７４号）の発行予定日は、

裁判員裁判施行日（平成２１年５月２１日）

の約１週間前であり、弁護士会のみならず、

検察庁、裁判所とも“臨戦態勢”に入ってい

るものと思われる。そのような時期に、半年

も前の催しを振り返る原稿を書くのは、それ

ほど気乗りのすることではない。ましてや、

３月には、広報・業務改革委員会の「会報」

編集ＰＴ座長として、この原稿を依頼する立

場であったのに、４月に入ったとたん、裁判

員裁判対策本部の本部長代行から本部長に昇

格（？）した月山純典会長から後任の本部長

代行に指名され、私自身が原稿を書かざるを

得ない立場になってしまったのだからなおさ

らである。

　とはいえ、弁護士会の活動を「会報」誌上

に記録しておく必要もあるので、記憶をたど

ってご報告することとする。

２　対策本部の設置と広報活動

　和歌山弁護士会では、平成１９年１１月、

「裁判員裁判に関し、和歌山弁護士会におけ

る対応態勢を確立するために、当会のとるべ

き方針及び行動を企画・立案し、その実現の

ための諸活動を、会長の承認を得て実行する」

（設置要綱より）ため、裁判員裁判対策本部

を設置した。本部長は会長が兼務することと

されたため、実質的には、月山純典本部長代

行を中心として、刑事問題対策委員会委員を

中核に、日本司法支援センター対策委員会や

法教育委員会などの関連委員会から会長の委

嘱によって選出された委員を加え、弁護士会

としての裁判員裁判対応の諸活動を一元的、

有機的に実施する役割を担うこととなった。

　継続的な会員向け研修会の開催、裁判所・

検察庁との合同による模擬裁判員裁判の実

施、裁判員裁判に対応すべき諸制度・諸規則

の整備等については、刑事問題対策委員会委

員を中心に検討・実施を重ねてきたが、これ

らと並ぶもう一つの柱である一般市民に対し

て制度の趣旨を広く理解して戴くための広報

活動については、主として法教育委員会から

選抜された委員を中心に実施することとな

り、裁判員制度に関する無料講師派遣活動な

どを中心に取り組むかたわら（ちなみに、平

成２０年度における講師派遣実績は１８件で

あった）、施行前年にあたる平成２０年の秋

をめどに、弁護士会主催による「裁判員裁判

を考えるつどい」を開催することとなり、同

年春から対策本部の中にプロジェクトチーム

を結成して検討を重ねることとなった。
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３　ＰＴにおける検討と準備

　とにかくシンポなり市民集会なりを秋頃に

開催するという基本方針だけを所与の前提と

してＰＴは動き出した。ＰＴの人選を任され

た私が法教育委員会委員長であったこともあ

り、同委員会の新旧委員で対策本部委員を兼

ねている人を総ざらえしてＰＴに入ってもら

った（その後準備が具体化するに従い順次増

員した）。

　検討の細かな経過は省略するが、一般市民

の方が裁判員裁判のどのような側面に興味を

持たれるのかということと、我々法曹（とり

わけ在野法曹である弁護士・弁護士会）が市

民に訴えたい問題との折り合いをどうつける

のかということ、あえて言えば、出来るだけ

たくさんの人に参加してもらえるような企画

で、しかも一定の質を保つためにはどうした

ら良いのかということが、企画ＰＴの検討課

題であった。　

　難航した企画が動き出したのは、平成２０

年度執行部から企画ＰＴ担当に送り込まれた

山崎和成副会長の強力な指導力と個人的趣味

の賜であった。和歌山弁落語の（多分）唯一

無二の演者である和歌山市出身の桂枝曾丸さ

んに、裁判員裁判をテーマとした新作和歌山

弁落語を演じてもらったらどうかというアイ

デアを、枝曾丸さんの以前からのファンであ

った山崎副会長が提案し、一気に企画が具体

化することになった。

　枝曾丸さんご自身に弁護士会館までおいで

戴き、新作執筆から初演に向けた段取りにつ

いての打合せを終えた段階で、ほぼ「つどい」

の概略のイメージが固まった。即ち、第１部

が新作和歌山弁落語の委嘱初演、第２部が楽

しくクイズの時間（ここにも枝曾丸さんに参

加してもらう）、最後の第３部で「評議」に

焦点を絞ったパネルディスカッションを行う

（模擬裁判員裁判における裁判員経験者にも

参加してもらう）ということになった。

　もちろん、その後、枝曾丸さんに、新作落

語に盛り込んでもらいたい具体的テーマを伝

えたり（ここでも山崎副会長が、ほとんど落

語のシノプシスと呼べるような素案を提供し

てくれた）、北山、谷口拓両委員を中心に第

２部のクイズの問題や解答を考えてもらった

りなど、細かな準備には多くのＰＴメンバー

に参加してもらった。また、第３部について

は、月山純典本部長代行にコーディネーター

をお任せして準備にあたって戴いた。

４　「裁判員裁判を考えるつどい
　　  えっ！私が裁判員？」の開催

　平成２０年１１月２５日（火）午後６時半

から、和歌山県民文化会館小ホールにおいて、

表記「つどい」が開催された。ちなみに、「え

っ！私が裁判員？」というサブタイトルは、

月山純典本部長代行の提案が採用されたもの

である。

　和歌山のオバチャンに扮した枝曾丸さんを

大きくフューチャーしたポスター、チラシに

よって呼びかけた結果（ＷＢＳ和歌山放送で

特別提供した番組でも告知した）、百数十名

の参加を得たが、本番の４週間前に、ＰＴ座
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長であった私が、肺に穴が空く気胸という病

気でしばらく入院を余儀なくされるアクシデ

ントがあり、肝心な時期に広報が行き届かな

かったのは遺憾であった。

　また、当日の総合司会と第２部「クイズの

時間」の司会（桂枝曾丸さんとの掛け合い）

を私が担当することとなっていたが、この入

院のために代役が立てられていることを期待

して１週間後に復帰したところ、誰も引き受

け手が現れていなかったのは意外でもあり、

残念でもあった。

　何はともあれ、何とか本番の幕が上がり、

桂枝曾丸さんの新作和歌山弁落語「おばちゃ

んの目～疑わしきは被告人の利益に～」（作：

マエオカテツヤ）の委嘱初演が始まった。

　１１月の初旬には、枝曾丸さんが、ご自身

の独演会のために新作を初演することとなっ

ており、当会の委嘱作の稽古は、その後にな

ると聞いていたため、どうなることかと内々

心配していたが、さすがはプロである。立派

に新作を（オチに至るまで）演じきってくだ

さった。

　さて、続く第２部「クイズの時間」の司会

については、枝曾丸さんとの打合せは、当日

の舞台リハーサル１回きりであったため、本

番はほとんどぶっつけ本番と変わらず、次々

と繰り出される枝曾丸さんのアドリブへの対

応に右往左往しているうちに終わってしまっ

たという印象である。翌日、何人かの会員か

ら、第２部の私と枝曾丸さんとの掛け合いが

一番笑えたというメールが届いたのは、望外

の幸せと言うべきだろうか。この第２部では、

クイズの回答者として、御坊市の梅農家、新

宮市の英語教師、和歌山市のスポーツジム・

インストラクターに扮した３名の会員（由良

登信、田中志保、岡田和也）の見せた達者な

役者ぶりと、真面目な回答者に徹した北山武

志会員の名解説ぶりとの対照が妙であった。

　最後の第３部では、「充実した評議のため

に」と題したパネルディスカッションを行っ

た。同じ模擬裁判員裁判に裁判員、弁護人と

して参加された小林睦郎氏（フリーアナウン

サー）、藤井義弘氏（法テラス和歌山前事務

局長）、赤木俊之会員（刑事問題対策委員会

副委員長）をパネリストとして迎え、裁判員

裁判対策本部の月山純典本部長代行がコーデ

ィネーターを務めて、裁判員裁判の肝となる

と思われる「評議」において、どのようにす

れば、裁判員が裁判官と対等に意見をたたか

わせ、充実した意味のある評議を実現できる

のかにつき、各自の経験などを踏まえた貴重

な意見を発表して戴き、聴衆も最後まで熱心

に聞き入っておられた。もっとも、あまりに

熱が入り過ぎたせいか、予定時刻を過ぎても

一向に第３部が終わらないので、舞台袖にい

た私と山崎副会長とが焦って顔を見合わせる

という事態になっていようとは、舞台上のコ

ーディネーターやパネリストの皆さんが気が

つかれていたかどうか。

　この種の催しにドタバタは付きものである

が、それなりの意義ある「つどい」になっ

たとすれば、出演者やＰＴメンバーなどのス

タッフ、それに何より当日おいで戴いた参加
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者の皆様のおかげであり、あらためてお礼を

申し上げたい。特に、聴覚障害者情報センタ

ーを通じて来て戴いた手話通訳士の皆さんに

は、難しい新作落語や、アドリブ連発のクイ

ズの司会、それに多くの方が発言されるパネ

ルディスカッションに至るまで、長時間にわ

たって適切な手話通訳をして戴き、また、聴

覚障害者協会会員の方々にもたくさんおいで

戴いて、最後まで熱心に参加戴いたことに対

して、あらためて感謝申し上げる次第である。

　「つどい」に先立つ昨年８月に、日本手話

通訳士協会和歌山支部主催の勉強会の講師と

して、私が弁護士会から派遣された際にも、

聴覚障がい者の皆さんの裁判員裁判にかける

熱い思いと責任感に深い感銘を受けたことが

思い出される。「つどい」の後にも、和歌山

地裁で実施された最後の模擬裁判員裁判に、

聴覚障がい者や手話通訳士の方が（ボランテ

ィアで）参加されたと伺っており、このよう

な国民の期待に対して、我々法曹がどこまで

応えられるかが正にこれから問われようとし

ている。
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